
本
人
確
認
手
法
の
公
的
個
人
認
証

一
本
化
と
金
融
機
関
の
課
題

最
短
で
25
年
度
か
ら
施
行
、

支
店
窓
口
事
務
に
影
響
す
る
可
能
性
も

Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｏ
Ｆ
ｕ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
企
画
本
部

課
長

佐
野
祥
吾

　

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー

金
山
優
也

犯
罪
抑
制
の
た
め

Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
に
統
一

　

政
府
は
２
０
２
３
年
６
月
９
日
、

「
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た

重
点
計
画
」
を
閣
議
決
定
し
た
。
こ

の
計
画
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現

に
向
け
た
政
府
の
重
点
施
策
で
あ
り
、

そ
の
中
の
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
機
能
拡
充
と
安
心
安
全
対
策
」
に

お
い
て
、
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
施

行
規
則
に
基
づ
く
本
人
確
認
手
法
を

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
よ
る
公

的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
」（
Ｊ
Ｐ
Ｋ

Ｉ
）
に
一
本
化
す
る
方
針
が
明
記
さ

れ
た
。
Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
の
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
内
に
格
納

さ
れ
た
電
子
証
明
書
を
用
い
、
本
人

し
か
作
成
で
き
な
い
電
子
署
名
の
真

正
性
を
、
電
子
的
か
つ
専
用
の
認
証

機
関
に
よ
り
検
証
す
る
手
法
で
あ
る
。

　

計
画
で
は
、
24
年
度
中
の
Ｊ
Ｐ
Ｋ

Ｉ
一
本
化
方
針
の
確
定
、
25
年
度
か

ら
「
十
分
な
準
備
期
間
」
を
確
保
し

た
上
で
の
施
行
と
い
う
工
程
が
示
さ

れ
て
お
り
、
金
融
機
関
に
は
最
短
で

25
年
度
か
ら
の
一
本
化
に
向
け
た
取

２
０
２
３
年
、
政
府
は
遠
隔
で
の
本
人
確
認
手
法
を
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
よ
る
公
的
個
人
認

証
サ
ー
ビ
ス
「
Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
＝Japanese Public Key Infrastructure

」
へ
一
本
化
す
る

方
針
を
公
表
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
偽
造
本
人
確
認
書
類
に
よ
る
犯
罪
の
増
加
が
あ
る
。
本
稿

で
は
、
電
子
的
な
本
人
確
認
（
ｅ
Ｋ
Ｙ
Ｃ
）
を
取
り
巻
く
環
境
や
、
Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
に
よ
る
認
証
方
法

に
つ
い
て
概
観
す
る
と
と
も
に
、
今
後
金
融
機
関
に
求
め
ら
れ
る
対
応
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
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り
組
み
が
求
め
ら
れ
る
。

　

政
府
が
Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
一
本
化
を
急
ピ

ッ
チ
で
進
め
る
目
的
に
は
、
事
務
効

率
化
の
ほ
か
、
本
人
確
認
の
厳
正
化

に
よ
る
犯
罪
抑
制
が
あ
る
。
近
年
、

金
融
業
界
で
は
本
人
確
認
書
類
の
偽

造
に
よ
る
犯
罪
が
多
発
し
て
い
る
。

全
国
銀
行
協
会
「
口
座
不
正
利
用
に

伴
う
口
座
の
利
用
停
止
・
強
制
解
約

等
の
件
数
の
推
移
」
に
よ
る
と
、
口

座
不
正
利
用
に
伴
う
口
座
の
利
用
停

止
・
強
制
解
約
件
数
は
20
〜
22
年
度

に
約
３
万
件
（
増
加
率
１
６
５
％
）

増
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
偽
造
技
術

の
向
上
な
ど
に
よ
っ
て
「
本
人
確
認

書
類
を
目
視
で
確
認
す
る
真
贋
判
定

に
は
限
界
が
あ
る
」
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
。

Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
を 

活
用
し
た
Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ

　
Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
は
極
め
て
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
ー
強
度
が
高
い
認
証
で
あ
る
。
そ

の
手
法
に
つ
い
て
解
説
す
る
。
な
お
、

混
同
さ
れ
が
ち
だ
が
、
12
桁
の
個
人

番
号
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」
は
法
令
で

定
め
ら
れ
た
事
務
手
続
き
に
使
わ
れ

る
も
の
で
、
本
稿
で
対
象
と
す
る

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
」
は
そ
の

12
桁
の
個
人
番
号
な
ど
が
記
載
さ
れ

た
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
身
分
証
で
あ
る
。
Ｊ

Ｐ
Ｋ
Ｉ
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

に
搭
載
さ
れ
た
Ｉ
Ｃ
を
活
用
し
た
本

人
確
認
手
法
で
あ
る
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
持
つ
情

報
は
、
①
券
面
記
載
事
項
と
②
Ｉ
Ｃ

内
ア
プ
レ
ッ
ト
（
Ａ
Ｐ
）
の
２
種
類

に
分
け
ら
れ
る
。

　

①
券
面
記
載
事
項
に
つ
い
て
、
表

側
に
は
顔
写
真
と
基
本
４
情
報
（
氏

名
・
生
年
月
日
・
住
所
・
性
別
）
等

が
、
裏
側
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
等
が

記
載
さ
れ
て
お
り
、
券
面
の
み
で
も

本
人
確
認
書
類
と
し
て
の
利
用
が
可

能
で
あ
る
。
し
か
し
、
券
面
記
載
事

項
の
目
視
確
認
の
み
で
は
真
贋
判
定

は
難
し
く
、
実
際
、
議
員
を
標
的
と

し
た
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
乗
っ
取
り
に

よ
る
犯
罪
に
悪
用
さ
れ
た
。
そ
の
た

め
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
信
頼

性
に
疑
義
を
示
す
意
見
も
あ
る
が
、

政
府
の
求
め
て
い
る
Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
は
次

の
②
を
活
用
し
た
手
法
で
あ
る
。

　

②
Ｉ
Ｃ
内
Ａ
Ｐ
に
よ
る
本
人
確
認

は
、
電
子
証
明
書
を
用
い
た
公
開
鍵

認
証
基
盤
（
Ｐ
Ｋ
Ｉ
＝P

ublic 
Infrastructure

）
の
仕
組
み
に
基

づ
き
行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
公
開

鍵
暗
号
方
式
（
（
Ｐ
Ｋ
Ｉ
＝P

ublic 
K

ey C
ryptography

）
と
い
う
手

法
が
使
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
本
人
の

み
が
保
有
し
他
者
へ
開
示
し
な
い
、

巨
大
な
乱
数
で
あ
る
「
秘
密
鍵
」
と
、

そ
の
秘
密
鍵
と
ペ
ア
に
な
る
、
検
証

者
へ
開
示
す
る
「
公
開
鍵
」
を
組
み

合
せ
た
手
法
で
あ
る
。
秘
密
鍵
で
生

成
さ
れ
た
電
子
署
名
は
、
ペ
ア
と
な

る
公
開
鍵
を
用
い
る
こ
と
で
、
そ
の

真
正
性
を
暗
号
学
的
に
検
証
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、
権
威
あ
る
第
三
者
認
証

局
が
、
秘
密
鍵
の
持
ち
主
を
確
認
し

た
上
で
、
公
開
鍵
を
電
子
証
明
書
と

い
う
か
た
ち
で
発
行
す
る
。
そ
う
す

る
こ
と
で
、
電
子
署
名
と
電
子
証
明

書
を
受
け
取
っ
た
検
証
者
は
、
そ
の

署
名
が
秘
密
鍵
の
持
ち
主
に
よ
っ
て

生
成
さ
れ
た
こ
と
と
、
そ
の
秘
密
鍵

の
持
ち
主
が
誰
な
の
か
を
検
証
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
方
法
は
、
極

め
て
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
強
度
の
高
い

手
法
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
電
子
メ

ー
ル
の
発
送
や
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で

の
デ
ー
タ
交
換
と
い
っ
た
場
面
で
利

用
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
秘
密
鍵
を
耐
タ
ン
パ
ー
性

（
無
理
に
デ
ー
タ
を
取
り
出
そ
う
と

す
る
と
自
壊
す
る
機
構
）
の
あ
る
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
内
で
生
成
し
、
本
人
に
よ

る
パ
ス
ワ
ー
ド
の
入
力
を
必
須
と
す

る
。
そ
の
上
で
電
子
証
明
書
の
有
効

性
を
国
自
身
（
地
方
公
共
団
体
情
報

シ
ス
テ
ム
機
構
＝
Ｊ－

Ｌ
Ｉ
Ｓ
）
が

認
証
す
る
。
こ
の
一
連
の
手
法
を
Ｊ

Ｐ
Ｋ
Ｉ
と
呼
ん
で
い
る
。

Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
の
安
全
性
は 

最
高
の「
レ
ベ
ル
３
」

　

わ
が
国
で
は
「
デ
ジ
タ
ル
で
本
人

を
確
認
す
る
」
こ
と
に
つ
い
て
、
各

府
省
情
報
化
統
括
責
任
者
（
Ｃ
Ｉ

Ｏ
）
連
絡
会
議
で
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と

し
て
定
義
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
国
際

的
な
基
準
（
米
国
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ｔ 

Ｓ
Ｐ

８
０
０－

６
３－

３
等
）
を
参
考
に
、

そ
の
真
正
性
を
二
つ
の
要
素
で
評
価

し
て
い
る
（
図
表
１
）。

　

一
つ
目
の
判
定
基
準
は
「
身
元
確

認
保
証
レ
ベ
ル
（
Ｉ
Ａ
Ｌ
＝Identi-

ty A
ssurance L

evel

）」
で
あ
る
。

「
身
元
確
認
」
と
は
、
あ
る
個
人
が

初
回
に
事
業
者
サ
ー
ビ
ス
へ
ア
ク
セ

ス
し
た
際
、
そ
の
人
物
の
本
人
特
定

事
項
（
身
元
情
報
。
氏
名
や
住
所

等
）
を
確
認
し
、
当
該
人
物
が
実
在

す
る
一
意
の
自
然
人
で
あ
る
こ
と
を

確
認
し
て
事
業
者
の
台
帳
に
登
録
す

る
プ
ロ
セ
ス
の
こ
と
。
Ｉ
Ａ
Ｌ
と
は
、

身
元
確
認
に
お
け
る
信
頼
性
の
度
合

い
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
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二
つ
目
の
判
断
基
準

は
「
当
人
認
証
保
証
レ

ベ
ル（
Ａ
Ａ
Ｌ
＝A

u-
th

en
ticator A

ssur-
ance L

evel

）」
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
台
帳
登

録
済
み
の
個
人
が
サ
ー

ビ
ス
に
ア
ク
セ
ス
し
た

際
に
、
そ
の
個
人
が
、

事
業
者
が
想
定
す
る
当

人
で
あ
る
か
を
検
証
す

る
際
の
信
頼
性
の
度
合

い
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

Ｉ
Ａ
Ｌ
と
Ａ
Ａ
Ｌ
と
も

に
、
３
段
階
で
の
基
準

が
示
さ
れ
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
は
居
住
自

治
体
窓
口
に
よ
る
対
面

で
の
本
人
確
認
と
住
民

基
本
台
帳
を
元
に
発
行

し
て
い
る
た
め
、
Ｉ
Ａ

Ｌ
は
最
高
の
「
レ
ベ
ル

３
」
で
あ
り
、
対
タ
ン

パ
ー
性
の
あ
る
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
Ｉ
Ｃ
内

の
署
名
用
電
子
証
明
書

を
用
い
た
電
子
認
証
も

Ａ
Ａ
Ｌ
で
「
レ
ベ
ル

３
」
と
評
価
さ
れ
る
。

　

従
っ
て
、
Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ

を
用
い
た
手
法
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
お
け
る
最
高
水
準
の
真
正
性
を
持

つ
、
保
証
レ
ベ
ル
３
の
本
人
確
認
で

あ
る
。

容
貌
確
認
の
限
界
が
露
呈
し

Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
早
期
導
入
へ

　
Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
へ
の
一
本
化
が
特
に
強

く
求
め
ら
れ
る
の
が
、
金
融
機
関
を

含
む
、
犯
収
法
に
お
け
る
特
定
事
業

者
（
金
融
、
不
動
産
、
電
話
、
士
業

等
）
で
あ
る
。
金
融
機
関
と
し
て
は

口
座
開
設
や
大
口
現
金
取
引
と
い
っ

た
特
定
取
引
で
の
利
用
が
求
め
ら
れ
、

特
に
遠
隔
で
の
口
座
開
設
時
の
本
人

確
認
方
法
（
ｅ
Ｋ
Ｙ
Ｃ
）
に
お
い
て

Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
一
本
化
が
求
め
ら
れ
る
。

　

現
状
、
犯
収
法
に
即
し
た
手
法

（
犯
収
法
施
行
規
則
６－

１－

１
、

図
表
２
）
の
う
ち
、
最
も
採
用
さ
れ

て
い
る
も
の
は
「
本
人
確
認
書
類
＋

容
貌
確
認
の
ホ
方
式
」
で
あ
る
（
当

社
調
べ
）。
こ
れ
は
、
免
許
証
等
の

本
人
確
認
書
類
の
券
面
や
厚
み
を
ス

マ
ホ
等
で
撮
影
・
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
、

書
類
の
顔
写
真
と
本
人
の
容
貌
写
真

に
相
違
が
な
い
か
の
確
認
を
行
う
手

法
で
あ
る
。
真
贋
判
定
を
行
う
シ
ス

テ
ム
の
導
入
や
目
視
で
判
定
で
き
る

「
職
人
」
の
育
成
に
よ
り
、
各
金
融

〔図表１〕 本人確認の真正性の二要素評価

レベル 身元確認保証レベル（ＩＡＬ） 当人認証保証レベル（ＡＡＬ） オンラインによる手法例概要 詳細 概要 詳細

レベル３ 対面での身
元確認

身元識別情報が
特定された担当
者の対面で確認
され、身元確認
の信用度が非常
に高い

耐タンパー
性が確保さ
れたハード
ウエアトー
クン

認証要求者が身元
識別情報とひも付
けられており、認
証情報の３要素の
うち、耐タンパー
性ハードウエアを
含む複数要素を使
うことにより、当
人認証の信用度が
非常に高い

・マイナンバーカード（公的個人認証＝署
名用電子証明書）による身元確認、アカウ
ント作成後のマイナンバーカード（公的個
人認証＝利用者証明用電子証明書）の耐タ
ンパー性ハードウエアトークンによる当人
認証を実施。
・申請データに対するマイナンバーカード
（公的個人認証＝署名用電子証明書）によ
る電子署名を付与。
※耐タンパー性ハードウエアトークンの例＝
ＰＩＮ＋ＩＣ カード（マイナンバーカード）

レベル２
遠隔または
対面での身
元確認

身元識別情報が
遠隔または対面
で確認され、身
元確認の信用度
が相当程度であ
る

複数の認証
要素

認証要求者が身元
識別情報とひも付
けられており、認
証情報の３要素の
うち、複数要素を
使うことにより、
当人認証の信用度
が相当

・マイナンバーカード（公的個人認証＝署
名用電子証明書）等による身元確認、アカ
ウント作成後のマイナンバーカード（公的
個人認証＝利用者証明用電子証明書）もし
くはこれによることができない場合、その
他の多要素認証による当人認証を実施。
・マイナンバーカードによるオンラインで
の身元確認が行えない場合、対面での身分
証明書等の確認や郵送した申込書（押印付
き）、印鑑証明書、公的証明書（住民票等）
等の確認によりアカウントを作成。

レベル１
身元確認の
ない自己表
明

身元識別情報が
確認される必要
がなく、身元確
認の信用度がほ
とんどない。身
元識別情報は、
自己表明もしく
は自己表明相当

単一または
複数の認証
要素

認証要求者が身元
識別情報とひも付
けられており、認
証情報の３要素の
うち、単一要素も
しくは複数要素を
使うことにより、
当人認証の信用度
が相当程度

身元確認を行わずにオンラインでアカウン
トを作成し、アカウント作成後は単一要素
認証で当人認証を実施

（出所） 　各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定「行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイ
ドライン」2019年２月25日付。
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機
関
は
偽
造
書
類
の
申
請
を
排
除
し

て
い
る
も
の
の
、
前
述
の
犯
罪
被
害

の
ニ
ュ
ー
ス
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に

書
類
の
偽
造
技
術
は
日
々
向
上
し
て

お
り
、
い
ず
れ
認
証
判
断
の
信
頼
度

に
も
限
界
が
来
る
と
考
え
ら
れ
る
。

加
え
て
、
デ
ィ
ー
プ
フ
ェ
イ
ク
で
画

像
認
証
を
突
破
し
た
事
例
な
ど
最
新

技
術
の
犯
罪
利
用
も
予
想
さ
れ
、
恒

久
的
に
こ
の
手
法
で
本
人
確
認
を
続

け
る
の
は
難
し
い
。

　

現
在
で
は
「
十
分
な
準
備
期
間
」

を
確
保
し
た
上
で
の
Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
へ
の

移
行
が
政
府
か
ら
宣
言
さ
れ
て
い
る

段
階
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
近
年
の

金
融
犯
罪
の
活
発
化
に
よ
っ
て
、
早

期
で
の
Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
（
犯
収
法
施
行
規

則
で
の
「
ワ
」
方
式
）
へ
の
一
本
化

が
強
く
求
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
導
入
に
は 

検
証
事
業
者
選
定
が
重
要

　

検
討
が
必
要
な
要
素
は
事
務
規
程

の
見
直
し
と
パ
ー
ト
ナ
ー
企
業
の
選

定
で
あ
る
。

　

事
務
規
程
の
見
直
し
は
金
融
機
関

で
完
結
す
る
が
、
Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
の
利
用

に
際
し
て
は
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

（
Ｐ
Ｆ
）
事
業
者
の
パ
ー
ト
ナ
ー
選

定
が
必
要
と
な
る
。

　
Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
で
Ｊ－

Ｌ
Ｉ
Ｓ
に
照
会

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
主
務

大
臣
（
総
務
大
臣
、
デ
ジ
タ
ル
大

臣
）
に
認
定
さ
れ
た
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に

限
ら
れ
る
。
Ｐ
Ｆ
事
業
者
は
利
用
者

の
電
子
証
明
書
を
安
全
な
認
定
設
備

内
に
保
管
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら

れ
て
お
り
、
厳
し
い
審
査
基
準
を
通

過
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
を
本
人
確
認
業
務
に
活

用
し
た
い
事
業
者
は
、
Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
の

署
名
検
証
業
務
の
全
部
を
Ｐ
Ｆ
事
業

者
に
委
託
す
る
こ
と
で
、
厳
し
い
設

備
基
準
を
満
た
す
こ
と
な
く
、
簡
易

的
な
手
続
き
で
主
務
大
臣
の
認
定
を

得
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な

事
業
者
は
サ
ー
ビ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー

（
Ｓ
Ｐ
）
事
業
者
（
み
な
し
認
定
事

業
者
）
と
呼
称
さ
れ
る
。

　

特
に
、
Ｓ
Ｐ
事
業
者
に
つ
い
て
は

デ
ジ
タ
ル
Ｉ
Ｄ
を
包
括
的
に
提
供
す

る
な
ど
、
付
加
価
値
を
持
つ
事
業
者

も
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
、
金
融
機

関
が
Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
を
利
用
す
る
際
に
は
、

関
係
各
社
か
ら
情
報
収
集
し
、
ど
の

よ
う
な
仕
組
み
が
自
社
の
環
境
に
則

し
て
い
る
か
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

厳
正
化
が
求
め
ら
れ
る 

携
帯
電
話
事
業
者

　

本
人
確
認
の
厳
正
化
を
特
に
求
め

ら
れ
て
い
る
の
が
、
携
帯
電
話
事
業

者
で
あ
る
。
匿
名
や
偽
名
で
発
行
さ

れ
た
携
帯
電
話
が
犯
罪
に
利
用
さ
れ

る
事
例
が
多
く
、
早
急
な
携
帯
電
話

不
正
利
用
防
止
法
（
以
下
、
携
帯

法
）
施
行
規
則
の
見
直
し
対
応
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
対
策
の
一
環

と
し
て
、
24
年
５
月
15
日
に
総
務
省

の
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
環
境

の
整
備
に
関
す
る
研
究
会
」
内
で
、

「
不
適
正
利
用
対
策
に
関
す
る
ワ
ー

キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
（
第
４
回
）」
が

開
催
さ
れ
た
。

　

こ
の
研
究
会
に
お
け
る
当
面
の
検

討
課
題
は
「
特
殊
詐
欺
等
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ

サ
ー
ビ
ス
の
不
適
正
利
用
へ
の
対

処
」
で
あ
り
、
第
４
回
会
合
に
お
い

て
は
、
携
帯
法
に
基
づ
く
本
人
確
認

方
法
の
見
直
し
（
＝
Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
へ
の

一
本
化
）
に
つ
い
て
、
関
係
者
か
ら

意
見
が
募
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
、
一

本
化
の
方
向
性
に
は
賛
同
す
る
も
の

の
、
対
面
で
の
不
正
リ
ス
ク
拡
大
懸

念
か
ら
、
対
面
に
つ
い
て
も
同
時
期

に
Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
へ
一
本
化
し
て
ほ
し
い

と
の
要
望
が
関
係
者
意
見
の
中
で
寄

せ
ら
れ
た
。

　

こ
れ
は
遠
隔
で
は
Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
に
よ

る
厳
格
な
本
人
確
認
を
行
っ
た
と
し

〔図表２〕 銀行における一般的なｅＫＹＣ手法例

改竄防止策 容貌 電子証明書

方法
写真付き本人確認
書類（画像）
＋容貌画像

写真付き本人確認
書類（ＩＣチップ
情報）＋容貌画像

民間認定認証事業
者が発行する電子
証明書による認証

マイナンバーカー
ドの公的個人認証
による認証

ＰＦ事業者が発行
する電子証明書に
よる認証

犯収法施行規則 ホ ヘ ヲ ワ カ

携帯法施行規則 ハ ニ チ チ チ

携帯法施行規則
見直し方針案 廃止 存置 存置 存置 存置

（出所）　金融庁資料、犯収法施行規則、携帯法施行規則見直し案から筆者作成。
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ＪＰＫＩ一本化の必要性と金融機関の対応

て
も
、
対
面
で

券
面
の
目
視
確

認
に
よ
る
手
続

き
が
可
能
な
状

態
が
継
続
す
る

と
、
対
面
で
の

抜
け
穴
を
目
的

と
し
た
不
正
利

用
者
が
窓
口
に

流
入
す
る
懸
念

が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
根
拠
法

令
や
所
管
省
庁

が
異
な
る
（
図

表
３
）
も
の
の
、

携
帯
電
話
事
業

に
お
い
て
、
対

面
で
の
確
認
手

法
も
Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
に
一
本
化
さ
れ
た
場

合
、
金
融
機
関
（
支
店
窓
口
）
に
お

い
て
も
同
様
の
方
向
性
が
提
言
さ
れ

る
可
能
性
が
あ
り
、
Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
導
入

に
当
た
っ
て
は
本
支
店
事
務
へ
の
影

響
に
つ
い
て
も
考
慮
が
必
要
で
あ
る
。

完
全
に
は
防
げ
な
い

マ
イ
ナ
カ
ー
ド
貸
与

　
Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
に
よ
る
安
全
性
に
つ
い

て
は
前
述
し
た
が
、
遠
隔
で
の
不
正

利
用
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
難

し
い
。
電
子
証
明
書
を
用
い
な
い
手

法
と
比
し
て
の
Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
の
安
全
性

は
極
め
て
高
い
が
、
そ
れ
は
「
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
も
電
子
証
明
書
を

利
用
す
る
た
め
の
パ
ス
ワ
ー
ド
も
他

者
に
貸
与
・
開
示
さ
れ
な
い
」
と
い

う
前
提
で
の
考
え
方
で
あ
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
契

約
が
可
能
と
な
る
媒
体
・
情
報
の
貸

与
は
本
来
起
こ
り
得
る
も
の
で
は
な

い
が
、
可
能
性
を
完
全
に
は
排
除
で

き
な
い
。
デ
ジ
タ
ル
庁
「
本
人
確
認

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
定
に
向
け
た
有

識
者
会
議
」
第
５
回
会
議
（
24
年
２

月
27
日
）
で
の
「
本
人
確
認
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
改
定
方
針
令
和
５
年
度
中
間

と
り
ま
と
め
（
案
）
協
議
用
資
料
」

に
お
い
て
も
、
脅
威
耐
性
に
係
る
考

慮
事
項
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
載
さ

れ
て
い
る
。「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
に
よ
る
本
人
確
認
手
法
で
も
暗
証

番
号
の
み
で
の
確
認
で
は
、
容
貌
照

合
を
行
わ
な
い
た
め
、
カ
ー
ド
の
貸

し
借
り
は
検
知
で
き
な
い
点
に
留
意

す
る
必
要
が
あ
る
」。

　

こ
う
し
た
懸
念
か
ら
、
法
令
的
な

基
準
は
Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
利
用
の
み
で
達
成

で
き
る
も
の
の
、「
念
の
た
め
」
や

将
来
的
な
犯
罪
対
策
で
の
利
用
を
想

定
し
、
申
請
者
の
容
貌
確
認
・
保
存

を
追
加
要
件
と
し
て
考
慮
し
た
い
と

の
意
見
を
持
つ
金
融
機
関
は
複
数
存

在
す
る
。「
法
令
準
拠
の
本
人
認

証
」
と
「
実
務
的
に
完
全
な
本
人
認

証
」
と
の
間
に
は
な
お
差
異
が
あ
り
、

金
融
業
界
と
し
て
ど
こ
ま
で
対
応
す

べ
き
か
議
論
を
尽
く
す
必
要
が
あ
る
。

＊　

＊　

＊

24
年
７
月
現
在
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
交
付
枚
数
（
累
計
）
は
約

１
億
枚
と
な
り
、
人
口
に
占
め
る
割

合
は
率
は
約
80
％
と
な
っ
た
。

　

運
転
免
許
証
の
普
及
率
は
66
％

（
21
年
時
点
）、
パ
ス
ポ
ー
ト
は
17

％
（
同
）
で
あ
る
。
両
者
の
重
複
保

有
を
考
慮
す
れ
ば
、
本
人
確
認
書
類

と
し
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
方

が
普
及
し
た
と
も
言
え
る
。
健
康
保

険
証
と
運
転
免
許
証
、
在
留
カ
ー
ド

と
の
一
体
化
方
針
を
踏
ま
え
る
と
、

今
後
、
日
本
国
内
に
お
い
て
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
唯
一
の
本
人
確

認
書
類
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
く

だ
ろ
う
。
官
民
問
わ
ず
利
用
者
認
証

に
お
い
て
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
利
用
が
前
提
と
な
る
。

　

特
に
金
融
機
関
に
お
い
て
は
、
Ｊ

Ｐ
Ｋ
Ｉ
を
利
用
し
た
最
新
の
利
用
者

情
報
（
４
情
報
）
提
供
サ
ー
ビ
ス

（
利
用
者
の
同
意
を
得
て
変
更
後
住

所
等
を
Ｊ－

Ｌ
Ｉ
Ｓ
か
ら
取
得
可

能
）
な
ど
政
府
主
導
で
の
機
能
拡
充

も
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
特
定
取
引

時
の
Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
対
応
に
と
ど
ま
ら
ず
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
核
と
し
た

業
務
設
計
が
求
め
ら
れ
る
。

　

個
別
案
件
ご
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
選

定
も
短
期
的
に
は
重
要
で
あ
る
が
、

各
金
融
機
関
に
は
既
存
の
業
務
に
ど

の
よ
う
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

融
合
さ
せ
て
い
く
か
、
あ
る
べ
き
姿

を
描
い
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

さ
の　

し
ょ
う
ご

11
年
明
治
大
学
商
学
部
卒
。
日
本
Ａ

Ｔ
Ｍ
（
現SocioF

uture

）
入
社
。
金

融
機
関
の
リ
テ
ー
ル
戦
略
立
案
支
援

や
関
連
知
識
に
基
づ
く
論
文
、
書
籍

を
執
筆
。
22
年
か
ら
現
職
。
デ
ジ
タ

ル
Ｉ
Ｄ
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
関

連
の
企
画
立
案
を
検
討
。

か
な
や
ま　

ゆ
う
や

18
年
東
洋
大
学
国
際
地
域
学
部
卒
。

日
本
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
現SocioF

uture

）
入

社
。
流
通
系
金
融
機
関
や
系
統
系
金

融
機
関
の
営
業
等
に
従
事
。
22
年
か

ら
現
職
。
デ
ジ
タ
ル
Ｉ
Ｄ
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
関
連
の
企
画
立
案
を

検
討
。

〔図表３〕 業態と根拠法令、所管省庁
業態 根拠法令 所管省庁

金融機関 犯罪収益移転防止法 警察庁
携帯電話事業者 携帯電話不正利用防止法 総務省・警察庁
（出所）　各種資料から筆者作成。
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